
  日　時　令和６年1 1月 2 9日（金）  1 4時 3 0分～ 1 7時　
 　

  会　場　弁護士会館２階クレオB C　
 　　　　　　　　　               （東京都千代田区霞が関１丁目１番３号）

 　　　  　　　　　   　  東京メトロ霞が関駅「B１－ｂ」出口より直通

  参加費　無　料　

　  １　開会挨拶　　　
　
　  ２　活動報告　北千住パブリック法律事務所の概要、活動報告　

　  ３　パネルディスカッション
　　　　「裁判員裁判を問い直す  ～被告人からのアンケートを踏まえて～」

　　　   パネリスト：國學院大學名誉教授　　　　　　　　　四宮　啓
 　　　　　　　  　　北千住パブリック法律事務所初代所長　前田　裕司
  

　　　　　　　　   　北千住パブリック法律事務所ＯＢ　　　坂根　真也
　　　   司　　　会：北千住パブリック法律事務所副所長　　酒田　芳人

20周年記念シンポジウムのご案内

事前申込のお願い

北千住パブリック法律事務所は、２０２４年４月に設立2 0周年を迎えました。
     2 0 年の区切りを機に改めて北千住パブリック法律事務所の活動を知っていただき、

これまでの活動、特に裁判員制度導入時から多数の裁判員裁判を担ってきた蓄積を
踏まえて、今後のさらなる飛躍に繋げるため、シンポジウムを開催いたします。   

懇親会のご案内

　　　　　　  TEL 03‐3581‐2204
お問合せ先：東京弁護士会　 総務課

主催：東京弁護士会

共催：弁護士法人北千住パブリック法律事務所
　　　弁護士法人東京パブリック法律事務所
　　　弁護士法人多摩パブリック法律事務所

参加をご予定の方は二次元コードから申込フォームにアクセスし、お申込
みください。（東弁会員ページからもアクセスできます）
お申込みいただいていない皆様の当日参加も歓迎いたします。

プログラム

 1 8 時から懇親会を予定しております（要事前申込）。
   

 多くの皆様のご参加をお待ちしております。
 締切 : 1 ０月２５日（金）
※締切以降もご入力はいただけます


